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告 示
奈良市告示第111号
平成30年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧について、縦覧の場所及び縦覧の期間等を、地方
税法（昭和25年法律第226号）第416条３項及び奈良市税条
例（昭和46年奈良市条例第12号）第85条第２項の規定によ
り公示します。
平成30年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 縦覧の場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 東棟２階 資産税課

２ 縦覧の期間
平成30年４月２日から平成30年５月１日まで
ただし、土曜日、日曜日及び休日は除く。

３ 縦覧の時間
午前９時から午後５時まで

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第112号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により山村町自治会から告示した事項の変更の届出

がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成30年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成30年２月11日

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第113号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成30年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 （仮称）辰市こども園園舎新築工事に伴

う機械設備工事
⑵ 工事場所 奈良市杏町414番４他８筆
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月31日まで
⑷ 工事概要 機械設備工事一式
⑸ 予定価格 73,650千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限モデル型算出価格 63,414千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第114号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する
指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、
同法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年６月22日
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変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

多田 隆嗣
奈良市山町686番地

中井 史郎
奈良市山町671番地

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成30年３月１日 オレンジ薬局
帝塚山大学前店 奈良市三碓町2143－１ 株式会社オレンジファーマシー

代表取締役 柳生 美江

（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第115号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第

42条の２第１項、第46条第１項及び第54条の２第１項の規
定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー
ビス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型
介護予防サービス事業者を指定しましたので、同法第78条



（平成30年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第116号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条第４項の規定により告示します。
平成30年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成30年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第117号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第118号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第119号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年３月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年３月４日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間
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第１号、第78条の11第１号、第85条第１号及び第115条の
20第１号の規定により公示します。

平成30年３月１日
奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970107831 奈良市南京終町３丁目397－２
ライサポデイくらぶ
奈良 奈良市南城戸町28番地 有限会社ヤマキ代務サ

ービス
平成30年
３月１日

2970107849 奈良市南京終町四丁目378番34 タナカ介護相談所 奈良市南京終町四丁目
378番34

キンキグループ合同会
社

平成30年
３月１日

2970107856 奈良市高天市町22番地の1
デイサービス太陽
あさひ

奈良市高天市町22番地の
１ 株式会社エース 平成30年

３月１日

2970100141 奈良市四条大路二丁目860－１ ぽれぽれ四条大路 奈良市登美ヶ丘二丁目２
番15号 株式会社ひまわりの会 平成30年

３月１日

申請者住所 奈良市左京三丁目15番地の８

申請者氏名 沼田 尚起

道路の位置 奈良市三条桧町383番２の一部

道路の幅員 最大6.02ｍ 最小6.02ｍ

道路の延長 33.15ｍ

指定年月日 平成30年３月２日

指 定 番 号 第Ｈ2913号

申請者住所 奈良市藤ノ木台一丁目８番１号

申請者氏名 株式会社 マルヤマ
代表取締役 丸山 佳映

道路の位置 奈良市学園大和町六丁目700番及び701番
26の各一部

道路の幅員 最大8.00ｍ 最小4.00ｍ

道路の延長 38.41ｍ

指定年月日 平成30年３月２日

指 定 番 号 第Ｈ2904号



午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。

⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成30年３月５日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第120号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成30年３月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠

告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成30年３月５日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成29年８月３日、同月４日、同月６日、同月８日、
同月15日、同月18日、同月21日、同月22日及び同月24日

（平成30年３月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第121号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ 指定年月日 平成30年３月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2920100324
一般社団法
人みやこい
ち福祉会

630-8114 奈良県奈良市芝辻町一丁目７番18号
ジョイアス
らいふ 630-8441 奈良県奈良市神殿町266－９ 共同生活援助

2910102751
一般社団法
人みやこい
ち福祉会

630-8114 奈良県奈良市芝辻町一丁目７番18号
ジョイアス
らいふ 630-8441 奈良県奈良市神殿町266－９ 短期入所

2910100912 社会福祉法人中川会 630-8104 奈良県奈良市奈良阪町167番地
社会福祉法
人中川会 630-8104 奈良県奈良市奈良阪町167番地

就労継続支援
Ａ型

2910102736
一般社団法
人愛ハピネ
ス

631-0012
奈良県奈良市中山
町1144－１ 102
号室

障がいサー
ビス愛ハピ
ネス

631-0012
奈良県奈良市中山
町1144－１ 102
号室

行動援護

（平成30年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第122号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項に規定

する指定一般相談支援事業者を廃止しましたので、同法第
51条の30第１項第２号の規定に基づき告示します。
平成30年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 廃止年月日 平成30年２月28日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100298 社会福祉法人ぷろぼの 630-8115

奈良県奈良市大宮
町三丁目５－39
第３やまと建設ビ
ル201号

相談支援事
業所ぷろぼ
の

630-8115

奈良県奈良市大宮
町三丁目５－39
第３やまと建設ビ
ル202号

地域移行支援
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平成30年６月22日
（金 曜 日）

（平成30年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第123号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設を指
定（更新）しましたので、同法第51条第１号の規定に基づ
き告示します。
平成30年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号 事業者名称 郵便
番号 事業者住所 事業所名称 郵便

番号 事業所住所 サービス
種類

指定更新
年月日

指定
有効期限

2910100649
有限会社在
宅介護サー
ビスラブ

631-
0816

奈良県奈良市
西大寺本町７
－２

在宅介護サ
ービスラブ

630-
8001

奈良県奈良市
法華寺町1376
フルール一条
202号

同行援護 平成29年
12月１日

平成35年
11月30日

2910101563
エンジェル
ハート株式
会社

630-
8141

奈良県奈良市
南京終町１－
183－22

エンジェル
ハート

630-
8053

奈良県奈良市
七条一丁目36
－45－103

居宅介護 平成30年
１月１日

平成35年
12月31日

2910101563
エンジェル
ハート株式
会社

630-
8141

奈良県奈良市
南京終町１－
183－22

エンジェル
ハート

630-
8053

奈良県奈良市
七条一丁目36
－45－103

重度訪問
介護

平成30年
１月１日

平成35年
12月31日

2910101589
社会福祉法
人あゆみの
会

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1381－
１

サポートシ
ステムあゆ
み

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1388－
２

居宅介護 平成30年
１月１日

平成35年
12月31日

2910101589
社会福祉法
人あゆみの
会

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1381－
１

サポートシ
ステムあゆ
み

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1388－
２

重度訪問
介護

平成30年
１月１日

平成35年
12月31日

2910101589
社会福祉法
人あゆみの
会

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1381－
１

サポートシ
ステムあゆ
み

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1388－
２

行動援護 平成30年
１月１日

平成35年
12月31日

2910101589
社会福祉法
人あゆみの
会

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1381－
１

サポートシ
ステムあゆ
み

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1388－
２

同行援護 平成30年
１月１日

平成35年
12月31日

2910101597 株式会社ＳＨＡＲＡ
630-
8144

奈良県奈良市
東九条町1115
－16

訪問介護事
業所ＳＨＡ
ＲＡ

630-
8144

奈良県奈良市
東九条町1115
－16

居宅介護 平成30年
２月１日

平成36年
１月31日

2910101597 株式会社ＳＨＡＲＡ
630-
8144

奈良県奈良市
東九条町1115
－16

訪問介護事
業所ＳＨＡ
ＲＡ

630-
8144

奈良県奈良市
東九条町1115
－16

重度訪問
介護

平成30年
２月１日

平成36年
１月31日

2910101597 株式会社ＳＨＡＲＡ
630-
8144

奈良県奈良市
東九条町1115
－16

訪問介護事
業所ＳＨＡ
ＲＡ

630-
8144

奈良県奈良市
東九条町1115
－16

同行援護 平成30年
２月１日

平成36年
１月31日

2910101613
特定非営利
活動法人Ｎ
Ｓネットワ
ーク

630-
8113

奈良県奈良市
法蓮町973番
８号

空と海 630-
8113

奈良県奈良市
法蓮町973番
８号

生活介護 平成30年
２月１日

平成36年
１月31日

2910101613
特定非営利
活動法人Ｎ
Ｓネットワ
ーク

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路１－
９－11

空と海 630-
8113

奈良県奈良市
法蓮町973番
８号

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成30年
２月１日

平成36年
１月31日

2910101654 株式会社サンケア
631-
0041

奈良県奈良市
学園大和町一
丁目304番地

サンケア・
デイセンタ
ー

631-
0041

奈良県奈良市
学園大和町１
－304

生活介護 平成30年
３月１日

平成36年
２月29日

2910101654 株式会社サンケア
631-
0041

奈良県奈良市
学園大和町一
丁目304番地

サンケア・
デイセンタ
ー

631-
0041

奈良県奈良市
学園大和町１
－304

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成30年
３月１日

平成36年
２月29日



（平成30年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第124号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規
定により、大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画
）公園事業８・６・７平城宮跡歴史公園事業の認可に係る
図書の写しの送付を受けましたので、同条第２項の規定に
より、次の場所で公衆の縦覧に供します。
平成30年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部公園緑地課

（平成30年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第125号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成30年３月６日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年３月６日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺
及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第126号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成30年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

― 6 ―

平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報

2910100490 社会福祉法人成美学寮
630-
1231

奈良県奈良市
柳生下町445 成美寮 630-

1231

奈良県奈良市
柳生下町446－
３

生活介護 平成30年
３月１日

平成36年
２月29日

2910100490 社会福祉法人成美学寮
630-
1231

奈良県奈良市
柳生下町445 成美寮 630-

1231

奈良県奈良市
柳生下町446－
３

施設入所
支援

平成30年
３月１日

平成36年
２月29日

2910101639 社会福祉法人青葉仁会
630-
2152

奈良県奈良市
杣ノ川町50－
１

ポラーノ広
場

631-
0061

奈良県奈良市
三碓町2146－
２

生活介護 平成30年
３月１日

平成36年
２月29日

2910101639 社会福祉法人青葉仁会
630-
2152

奈良県奈良市
杣ノ川町50－
１

ポラーノ広
場

631-
0061

奈良県奈良市
三碓町2146－
２

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成30年
３月１日

平成36年
２月29日

2910100524
社会福祉法
人大倭安宿
苑

631-
0042

奈良県奈良市
大倭町５－27

障害者支援
施設菅原園

631-
0042

奈良県奈良市
大倭町４－６ 生活介護 平成30年

３月１日
平成36年
２月29日

2910100524
社会福祉法
人大倭安宿
苑

631-
0042

奈良県奈良市
大倭町５－27

障害者支援
施設菅原園

631-
0042

奈良県奈良市
大倭町４－６

施設入所
支援

平成30年
３月１日

平成36年
２月29日

2910101647
特定非営利
活動法人き
ららの木

631-
0061

奈良県奈良市
三碓町2250－
11

きららの木
いろ葉

631-
0061

奈良県奈良市
三碓町2250－
11

生活介護 平成30年
３月１日

平成36年
２月29日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

サエラ薬局 学園前店 奈良県奈良市学園北一丁目９番１号 パラディ学園前Ⅱ５Ｆ 平成29年12月31日

（平成30年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第127号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成30年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

サエラ薬局 学園前店 奈良県奈良市学園北一丁目９番１号 パラディ学園前Ⅱ５Ｆ 平成30年１月１日



（平成30年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第131号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項

の規定により石木町自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成30年３月８日
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奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）

（平成30年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第128号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成30年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

廃止した施設又は廃止した事業の種類 廃止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

デイサービス ロココ 奈良県奈良市学園朝日元町二丁
目527番地の15 地域密着型通所介護

通所型サービス（みなし） 平成30年１月31日

合同会社ROCOCO 奈良県生駒市桜ケ丘２番18号

（平成30年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第129号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成30年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ほっとハート居宅介護
支援事業所 奈良県奈良市七条町100番地の４

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成30年２月１日
日本ホスピタルサポー
ト有限会社 奈良県奈良市七条町100番地の４

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成30年２月１日
居宅「コンペイトウ」 奈良県奈良市帝塚山南四丁目13

番18号

株式会社konpeito.com 奈良県奈良市帝塚山南四丁目13
番18号

地域密着型通所介護
通所型サービス（みなし） 平成30年２月１日

デイサービス ロココ 奈良県奈良市学園朝日元町二丁
目527番地の15

株式会社ナレッジハン
ズケアサービス

兵庫県神戸市東灘区森南町二丁
目４番１号

（平成30年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第130号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

立花 清司
柔道整復 平成30年２月15日

ゆう整骨院 奈良県奈良市三条町512番地の３
ピュアグランデ１号室



奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成30年３月４日

（平成30年３月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第132号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年３月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年３月９日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年３月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第133号
平成30年３月９日付け奈良県告示第485号をもって大和
都市計画道路事業３・４・128号大安寺柏木線の事業計画
の認可の告示がありましたので、都市計画法（昭和43年法
律第100号）第66条の規定により次のとおり公告します。
平成30年３月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 施行者の名称
奈良市

２ 都市計画事業の種類及び名称
大和都市計画道路事業
３・４・128号大安寺柏木線

３ 事業施行期間
平成30年３月９日から平成37年３月31日まで

４ 事業地
⑴ 収用の部分
奈良市八条四丁目地内

⑵ 使用の部分
なし

（平成30年３月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第134号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規

定により大和都市計画道路事業３・４・128号大安寺柏木
線の事業計画の認可に係る図書の写しの送付がありました
ので、同条第２項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供
します。
平成30年３月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市建設部道路建設課

（平成30年３月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第135号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年３月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年３月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第136号
住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）第２条
に規定する方法による住居表示の実施のため、本市内の区
域のうち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更
したいので、同法第５条の２第１項の規定により変更案を
公示します。
なお、この案に係る町の区域内に住所を有する者で奈良
市の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、この案に
異議があるときは、同法第５条の２第２項の規定により、
公示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の連
署をもって、理由を付して、この案に対する変更の請求を
することができます。
平成30年３月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

今中 秀治
奈良市石木町
498番地

今西 清修
奈良市石木町
465番地

申請者住所 奈良市柏木町519番23号

申請者氏名 株式会社 吉川商事
代表取締役 吉川 彰浩

道路の位置 奈良市富雄北三丁目2556番13の一部

道路の幅員 最大6.00ｍ 最小6.00ｍ

道路の延長 22.79ｍ

指定年月日 平成30年３月12日

指 定 番 号 第Ｈ2906号



変更案

別図１及び別図２省略
（平成30年３月12日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第137号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年３月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年３月13日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年３月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第138号
平成28年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部市民税課で
保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば、い
つでも交付します。
平成30年３月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成30年３月13日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第139号

平成29年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部市民税課で
保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば、い
つでも交付します。
平成30年３月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成30年３月13日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第140号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成29年３月27日 奈良市指令整開 第16Ａ－50号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成30年３月13日 第1617号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市中登美ヶ丘二丁目1984番42
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市中登美ヶ丘二丁目1984番地の42
石村 茂

（平成30年３月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第141号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年３月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年３月15日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年３月15日掲示済）
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変 更 前 変 更 後

区 域 別図１のとおり 別図２のとおり

名 称

菅原町の一部 菅原東一丁目

菅原町及び青野町の各
一部 菅原東二丁目

菅原町、横領町、宝来
町及び西大寺国見町二
丁目の各一部

西大寺国見町三丁目

菅原町、宝来町及び横
領町の各一部 西大寺国見町二丁目

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり



―――――――――――――――――――
奈良市告示第142号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成27年11月20日 奈良市指令都整開 第15Ａ－31号
平成30年２月13日 奈良市指令都整開

第15Ａ－31－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年３月15日 第1618号
公共施設 平成30年３月15日 第782号

３ 開発区域に含まれる地域

奈良市船橋町８番２の一部及び９番４、北市町59番６
並びに法蓮町27番２
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市船橋町８番地
一般財団法人 沢井病院 代表理事 青山 信房

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 防火水槽

奈良市法蓮町27番２の一部
（平成30年３月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第143号
計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定によ
り、特定計量器の定期検査を実施するので、同法第21条第
２項の規定により次のとおり公示します。
平成30年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報

区 域 区 分 月 日 （曜日） 時 間 場 所

都祁地区
及び

月ヶ瀬地区
質量計

４月24日（火）から４月27日（金）まで 10：00～12：00
13：00～15：30 月ヶ瀬行政センター

５月９日（水）から５月10日（木）まで 10：00～12：00
13：00～15：30 都祁行政センター

５月11日（金）から５月21日（月）まで
ただし、土・日を除く。 10：00～15：30 質量計の所在場所

（平成30年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第144号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する

指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、
同法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成30年１月１日 サエラ薬局
学園前店

奈良市学園北一丁目９－１
パラディ学園前Ⅱ ５階

株式会社サエラ
代表取締役 小池 由久

（平成30年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第145号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により今在家町自治会から告示した事項の変更の届
出がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり
告示します。
平成30年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成30年１月14日

（平成30年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第146号

変更事項 変 更 前 変 更 後

事 務 所 の
所 在 地

奈良市今在家町
34番地

奈良市川上町
573番地の12

代表者の氏名
及 び 住 所

平野 康隆
奈良市今在家町

34番地

石井 種夫
奈良市川上町
573番地の12

備考
表に定める検査期日及び検査場所において定期検査を受検しなかった特定計量器の検査は、日曜日、土曜日及び国民
の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日までの日を除く日の
午前９時から午後５時までの間に奈良市計量検査所（奈良市二条大路南一丁目１番１号）において行う。



都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成30年１月９日 奈良市指令整開 第17Ａ－42号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年３月16日 第1619号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市大宮町一丁目44番１の一部及び45番の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー
代表取締役 奥野 邦治

（平成30年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第147号
下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和42年政
令第292号）第８条に規定する事由が生じたので、同令第
12条第１項の規定により、その住民票を職権で消除しまし
たが、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同
条第４項後段の規定により公示します。
なお、この処分に不服のある者は、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して３か月以内に奈良市長に
対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
奈良市を被告として提起することができます。
ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった
日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を
することや処分の取消しの訴えを提起することはできなく
なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や
この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後
であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することが認められる場合があります。
平成30年３月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
省略

（平成30年３月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第148号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年３月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年３月19日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄西ノ京駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年３月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第149号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年９月27日 奈良市指令整開 第16Ａ－26号
平成29年３月21日 奈良市指令整開

第16Ａ－26－１号
平成30年２月23日 奈良市指令整開

第16Ａ－26－２号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成30年３月19日 第1620号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市石木町634番１
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都千代田区丸の内一丁目１番１号
クラフト株式会社 代表取締役 森 要

（平成30年３月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第150号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成30年２月６日 奈良市指令整開 第17Ａ－49号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成30年３月19日 第1621号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市三条栄町196番１の一部及び196番７
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町262番地304号
株式会社北側 代表取締役 北側 吉彦

（平成30年３月19日掲示済）
―――――――――――――――――――
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（平成30年３月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第153号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年３月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年３月22日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成30年３月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第154号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成29年８月23日 奈良市指令整開 第17Ａ－24号
平成30年３月８日 奈良市指令整開

第17Ａ－24－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成30年３月23日 第1622号
公共施設 平成30年３月23日 第783号
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奈良市告示第151号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があ
りましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告

示します。
平成30年３月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

旧 訪問看護ステーションあおい 奈良県奈良市あやめ池北一丁目５番５号
平成29年12月25日

新 訪問看護ステーションあおい 奈良県奈良市中山町1251番地の１

（平成30年３月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第152号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成30年３月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 有限会社あんしん 奈良県奈良市中山町1250番地の７ 有限会社あんしん
平成29年12月25日

新 有限会社あんしん 奈良県奈良市中山町1251番地の１ 有限会社あんしん

旧 訪問看護ステーションあおい 奈良県奈良市あやめ池北一丁目５
番５号 有限会社あんしん

平成29年12月25日
新 訪問看護ステーションあおい 奈良県奈良市中山町1251番地の１ 有限会社あんしん

旧 定期巡回・随時対応型訪問介
護看護あんしん 奈良県奈良市中山町1250番地の７ 有限会社あんしん

平成29年12月25日
新 定期巡回・随時対応型訪問介

護看護あんしん 奈良県奈良市中山町1251番地の１ 有限会社あんしん

旧 ほへと訪問介護ステーション 奈良県奈良市中山町122－１
シャトレ中山102

特定非営利活動法人ま
ごのて東大阪

平成30年１月11日
新 ほへと訪問介護ステーション 奈良県奈良市中山町1511－１

天寿の里106号
特定非営利活動法人ま
ごのて東大阪



３ 開発区域に含まれる地域
奈良市菅原町674番１、674番２の一部、675番、676番、

677番１、677番２の一部及び677番３の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市六条二丁目２番１号
社会福祉法人健仁会 理事長 萩原 長子

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 調整池
奈良市菅原町674番１の一部、675番の一部及び676
番の一部

（平成30年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第155号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成30年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成30年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第156号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成30年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成30年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第157号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定

により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成30年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成30年３月23日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第158号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第50条第１項第５号及び
第９号の規定に基づき、下記のとおり指定居宅介護等事業
者の指定を取り消しましたので、同法第51条第１項第４号
の規定により公示します。
平成30年３月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
指定取消の内容
⑴ 事業者の名称

合同会社しあわせ工房
⑵ 事業者の所在地

奈良市杉ヶ町35－２ 中田ビル101号
⑶ 事業所の名称

かなで（旧事業所名：生活支援センターホホエモ）
⑷ 事業所の所在地

奈良市杉ヶ町35－２ 中田ビル101号
⑸ 指定取消年月日

平成30年５月１日
⑹ サービス種類

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
（平成30年３月26日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第159号
平成30年奈良市議会３月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成30年３月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成29年度奈良市一般会計補正予算（第６号）
２ 平成29年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第
３号）
３ 平成29年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算
（第２号）
４ 平成29年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第３号
）
５ 平成29年度奈良市水道事業会計補正予算（第２号）
６ 平成29年度奈良市下水道事業会計補正予算（第２号）

―13―

奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）



―14―

平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報



―15―

奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）



―16―

平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報



―17―

奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）



―18―

平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報



―19―

奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）



（平成30年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第160号
奈良市ななまるカード優遇措置事業実施要綱の一部を改
正する告示を次のように定める。
平成30年３月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市ななまるカード優遇措置事業実施要綱の一部
を改正する告示

奈良市ななまるカード優遇措置事業実施要綱（平成14年
奈良市告示第390号）の一部を次のように改正する。
第６条を削る。
第７条中「及び前条」を削り、同条を第６条とし、第８
条から第11条までを１条ずつ繰り上げる。

附 則
（施行期日）

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示による改正前の奈良市ななまるカード優遇措
置事業実施要綱第６条の規定により平成30年３月31日に
おいて無料乗車の優遇措置を受けることができる者は、
平成30年度に限り、１年度につき25回を限度とする無料
乗車の優遇措置を受けることができる。

（平成30年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第161号
介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項
の規定により、地域密着型サービス事業者を指定しました
ので、同法第78条の11の規定により公示します。
平成30年３月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
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事業所番号
事 業 所 事 業 者 指 定

年月日所在地 名 称 主たる事務所の所在地 名 称

2991000031 奈良県香芝市良福寺37－３
グループホームかし
の木

奈良県高市郡高取町大字
市尾1075番地 社会福祉法人朱鳥会 平成30年

３月25日

（平成30年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第162号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成30年１月23日 奈良市指令整開 第17Ａ－41号
平成30年２月26日 奈良市指令整開

第17Ａ－41－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年３月26日 第1623号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市石木町631番２及び635番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
京都品川区大崎一丁目11番２号
株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信

（平成30年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第163号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により高樋町自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成30年３月26日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成30年２月11日

（平成30年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第164号
奈良市都祁農畜産物処理加工施設、奈良市都祁農林水産
物処理加工施設及び針テラス情報館の指定管理者を指定し
たので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続
等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３
項の規定により次のとおり告示します。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市針ヶ別所町1025番地
奈良市都祁農畜産物処理加工施設
奈良市都祁農林水産物処理加工施設
奈良市針町345番地
奈良市針テラス情報館

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市中院町21番地
地域活性局共同体
代表 藤丸 正明

３ 指定管理者の指定の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

岡口 吉偉
奈良市高樋町
501番地の１

石巻 昌孝
奈良市高樋町
457番地



４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市針テラス情報館条例（平成17年奈良市条例第
41号）第３条に規定する事業の実施に関すること。

⑵ 奈良市針テラス情報館の使用承認及び使用制限に関
すること。

⑶ 奈良市都祁農畜産物処理加工施設及び奈良市都祁農
林水産物処理加工施設の利用届の受理及び利用制限に
関すること。

⑷ 奈良市針テラス情報館並びに奈良市都祁農畜産物処
理加工施設及び奈良市農林水産物処理加工施設の施設
及び附属設備の維持に関すること。

⑸ その他市長が定めること。
（平成30年３月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第165号
奈良市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付要綱を
廃止する告示を次のように定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付要
綱を廃止する告示

奈良市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付要綱（
平成27年奈良市告示第723号）は、廃止する。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の奈

良市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付要綱（以
下「旧要綱」という。）第７条又は第14条の規定に基づ
きなされた申請に係る補助金の交付については、旧要綱
の規定は、なおその効力を有する。

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第166号
平成30年奈良市議会３月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成30年度奈良市一般会計予算
２ 平成30年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計予算
３ 平成30年度奈良市国民健康保険特別会計予算
４ 平成30年度奈良市土地区画整理事業特別会計予算
５ 平成30年度奈良市市街地再開発事業特別会計予算
６ 平成30年度奈良市公共用地取得事業特別会計予算
７ 平成30年度奈良市駐車場事業特別会計予算
８ 平成30年度奈良市介護保険特別会計予算
９ 平成30年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会
計予算
10 平成30年度奈良市針テラス事業特別会計予算
11 平成30年度奈良市後期高齢者医療特別会計予算
12 平成30年度奈良市病院事業会計予算
13 平成30年度奈良市水道事業会計予算
14 平成30年度奈良市下水道事業会計予算
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